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全国高等学校土木教育研究会 会則（改定） 

（名  称） 
第１条  本会は全国高等学校土木教育研究会と称する。 

（事 務 局） 

第２条  本会の事務局は会長の指定する学校に置く。 
（目  的） 
第３条  本会は高等学校土木系教育の充実と発展を図ることを目的とする。 

（事  業） 
第４条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。 
    １）会員、各校相互の連絡と教育成果の交換 
    ２）東日本高等学校土木教育研究会（東日本地域）と西日本高等学校土木教育研究会（西日

本地域）で行う諸活動 
    ３）土木学会 教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会との連携活動 

４）関係諸官庁・教育団体・産業界との連絡調整 
    ５）その他必要な事項 
（会  員） 
第５条 本会は全国の高等学校土木系教育に関係する教職員をもって組織する。 
（役  員） 
第６条 本会は次の役員を置く。 
    １）会 長 １名 
    ２）副 会 長 １名 
    ３）常任幹事 ２名 
    ４）幹 事 若干名 
第７条 役員は会員の中から次の方法で選出する。 
    １）会長および副会長は東西の高等学校土木教育研究会会長より選出する。 
    ２）常任幹事は東西の高等学校土木教育研究会事務局長とする。 
    ３）幹事は東西の高等学校土木教育研究会より選出する。 
第８条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 
第９条 役員の任務は次のとおりである。 
    １）会長は本会を代表し、会務を総理する。 
    ２）副会長は会長を補佐し、会長に事故等あるときはその職務を代行する。 
    ３）常任幹事は本会の運営にあたる。 
    ４）幹事は常任幹事を助けて事業の遂行にあたる。 

（顧  問） 
第10条 本会には顧問を置くことができる。 
     顧問は役員会の推薦を得て委嘱し、任期は１年で再任を妨げない。 
（会  議） 
第11条 会長は必要に応じて総会ならびに役員会を召集し、本会運営についての事項を審議決定す

る。 
（会  計） 
第12条 本会の経費は東西の高等学校土木教育研究会及び土木学会で負担する。 
（付  則） 
第13条 本会則に定められていない事項は、役員会に諮って処理する。 

第14条 １）本会則は平成 ３年９月１８日から施行する。 

    ２）本会則は平成 ５年７月２７日から施行する。 

    ３）本会則は平成２５年７月２５日から施行する。 

    ４）本会則は平成  年 月  日から施行する。 
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全国高等学校土木教育研究会の会則に関わる付則 

 

 

 

 [役員構成と土木学会 教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会との関係] 

第１条 土木学会 教育企画・人材育成委員会 高校教育小委員会(以下「高校教育小委員会」とい

う) 

との連携活動を図るため、東西の高等学校土木教育研究会の会長、常任幹事、幹事等の役

員は高校教育小委員会の委員を兼ねるものとする。 

第２条 高校教育小委員会の委員長は、全国高校土木教育研究会の会長または副会長が兼ねること

を原則とする。 

第３条 高校教育小委員会の委員について、委員の推薦があった場合、委員長は委員を選任できる

ものとする。 

 

［活動の目的と事業］ 

第４条 高校教育小委員会との連携活動をはかるため、本会則第３条の目的及び第４条の事業に加

え、高校教育小委員会運営基準に示す目的及び事業を果たすことに努める。 

第５条 高校教育小委員会は、土木系生徒および学童を含む一般市民を対象としながら，中・長期

的視点より社会基盤に関わる教育全般の企画と実施について具体案を提言し，実行するこ

とも目的とする． 

 

［高校教育小委員会の活動内容］ 

 第６条 委員会は第４条、第５条に示すほか、以下の活動を負託されているものとする。 

１）土木学会の論文集投稿および技術功労賞の推薦、夏期講習会の企画 

２）高校生ものづくりコンテスト全国大会（測量部門）および各種競技会の検討等 

３）各種資格取得や出版物に関する整備検討等委員会の情報を各地区に発信 

４）その他役員会等にての企画事項 

 

［そ の 他］ 

 第７条 本付則は必要に応じて修正、追加又は削除を行うものとする。 

 

 

 


